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資料

ベトナム人大学生の肢体不自由児イメージおよび肢体不自由教育観

一特殊教育学部の学生を対象にー

丹野傑史*・ DangThi Phuong Maγ ・石阪莱未** . 

山ノ上奏*ヘ任龍在***・安藤隆男*

ベトナムで特殊教育を学ぶ大学生を対象に、肢体不自由児のイメージおよび肢体不

自由教育観を調査した。回答学生の多くが肢体不自由児と接触経験があり、接触場所

は特殊学校(盲・聾・知的)が多かった。肢体不自由児について、生活能力に関して

はADL、書字、コミュニケーションとも「自立しているjとイメージする学生は少な

く、介助があればできるとの認識であった。教育・リハピリ訓練の場としては、いず

れも瞭害児センターの回答が最も多く、接触場所として多くあがった特殊学校は、リ

ハビリ訓練の場としてあげる学生は少数いたが、教育の場としてはあがらなかった。

教育観について、特殊教育教師として重要なことは、愛情や忍、耐等精神的なことが多

くあがった。一方、肢体不自由教育観については、教科指導より歩行訓練や日常生活

訓練、コミュニケーション等の技能を重要しており、技能偏重といわれるベトナム人

の教育観を反映した結果となった。

キー・ワード:ベトナム人大学生 肢体不自由泥のイメージ 肢体不自由教育観

I.問題の所在と昌的

ベトナムの特殊教育1)は盲学校や聾学校を中

心とした特殊学校を中心に展開され、 2012年

には計107校2)設置されている(黒田， 2013)。

しかしながら、肢体不自由廷については、ベト

ナムでは教育の対象となっていないとされ(江

田・森浮・井上， 2004)、特殊学校の設置や教

員養成も行われていない(安藤・丹野・黒羽・

尾坐原・任.Nga， 20日a3
))。

しかしながら、肢体不自由児に対する教育的

ニーズがないわけではない。黒羽・丹野・尾坐

原・任・安藤 (2015) は、ホーチミン市にある

障害児施設で調査を行い、重複障害児の保護者
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は、読み書きができるようになってほしいとい

う希望を強く持っていることを明らかにした。

安藤・尾坐原・黒羽・丹野・任 (2015b) は、ホー

チミン市の盲学校で調査を行い、在籍する視覚

瞳害児261名中83名 (3l.8%)が重複障害児で

あり、 83名の重複障害児のうち 26名 (10.0%)

が視覚障害と肢体不自由、 17名 (6.5%) が視

覚樟害・肢体不自由・知的障害の重複障害であ

ることを明らかにした。また、彼らに対応する

教育プログラムが提供できていないことが盲学

校の課題であることを明らかにした(安藤ら，

20日b)。さらに、ホーチミン市の特殊教育にお

けるセンター的役割を担っているホーチミン市

インクルーシブサポート教育センター (Trung

Tam H6 TrσPhat Trien Giao D¥lc Hoa Nh~p Cho 

NguO'i Khuyet T~t; Center for Supporting and 

Developing lnclusive Education for People with 
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Disablities.HCM.C) の教職員も、肢体不自由児

に対する教材教具の不足や専門性の欠如を課題

として指摘している (Dang'尾坐原・丹野・任・

安藤， 2015)。安藤ら (2015b) は、今後重複障

害児や肢体不自由児に対する支援のあり方を検

討していく必要があると指摘している。

ベトナムでは統計情報が少なく、肢体不自由

児の実態はほとんどわかっていない。加えて、

近年のベトナムでは従来の特殊学校を中心とし

た特殊教育ではなく、インクルーシブ教育を推

進している九 2010年に規定された「障害者法J
第28条第 2項においても、インクルーシブ教

育が特殊教育の中核であると明記されているヘ

今後、肢体不自由教育がどのように展開するか

の見通しもほとんどなく、どこに支援を行って

いけばいいかを慎重に克定めなければならな

し¥0

また、支援を行う上では、ベトナムの教育観

についても考慮(する必要がある。何のために教

育を行うのかという目的、いわゆる教育観は、

文化や歴史によって異なる (Mitchell，1995)。

特に、ベトナムでは職業に直結するような実用

的な教育観が強いと指摘されており(江田ら，

2004; EEI中， 2008)、日本の教育観がそのまま適

用できるかはわからない。教育観は、実際の指

導内容や指導方法とも大きく関わってくること

が考えられるため、その点についても検討して

いく必要があるだろう。

ところで、教育の対象とはなっていない肢体

不自由児であるが、ベトナム戦争時の枯れ葉剤

の影響により、肢体不自由児や重複障害児が少

なくないとの指摘もある(寺本， 2012) 0 Pham 

(2008) は、ベトナムの 0~16歳までの障害児の

うち、肢体不自由児 19.3%、重複障害児12.6%

であると推計しているヘ都築 (2004) は日越

の女子大学生を対象に肢体不自由児に対する態

度研究を行い、日本の大学生と比較して、ベト

ナム人女子大学生の方が受け入れに寛容で、ある

ことを明らかにした。その上で、受け入れに案

容な背景として、ベトナムでは肢体不自由児が

多いため、接触経験があり身近な存在にあるの

ではないかと推察している(都築， 2004)。す

なわち、ベトナム人は、肢体不自由鬼者に対す

るイメージを具体的に持ちやすい環境にあるの

ではないかと考えられる。

そこで、本研究では特殊教育に関心を持ち、

比較的接触経験も多く肢体不自由児に対するイ

メージも持っていると考えられる、特殊教育を

学ぶベトナム人大学生を対象にイメージ調査を

行うことで、肢体不自由児の実態や教育的処遇

を明らかにするための手がかりを得られると考

えた。併せて、特殊教育において重要であると

考えること(以下「特殊教育観J)、特に肢体

不自由児に対してどのような教育が重要である

か(以下， I肢体不自由教育観J)を明らかにす

ることにより、今後のベトナムにおける肢体不

自由教育に対する支援方法についての基礎的な

情報を得ることを目的としたO

1 方法

1 .対象者

ベトナム A大学特殊教育学部に在籍する学生

83名。 A大学特殊教育学部で、は、視覚障害、聴

覚障害、知的障害の 3分野について教員養成を

行っており、入学年度により視覚蹄害と知的障

害の専攻、あるいは聴覚障害と知的障害の専攻

となる。ベトナムでは日本のような教員免許制

ではなく、師範大学等を卒業することにより教

員資格を得る。また、 lつの学部で取得できる

資格は原則 1つ(例えば特殊教育学部で、は特殊

学校に関する免許のみ)であり、 1年生から視

覚障害(聴覚障害)と知的瞳害に関する科iヨを

学び、卒業時には特殊教育に関する教員資絡が

得られる。肢体不自由教育専攻は設置されてお

らず、 3年次に必修で肢体不自由に関する科iヨ

が 1科目開設されているほか、リハビリテー

ション(機能訓長束)に関する科目が 1科目、選

択科目として開設されている。

2. 対象者の選定および手続き

事前にA大学特殊教育学部長に文書で調査協

力の依頼をした。その後、大学を訪問して調査

の趣旨および調査内容の説明を行い、協力の承
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Table 1 教育・訓練に関する望ましい担当者(質問項目)

内容 担当者

勉強 教師・その他

教育
リハビリ訓練

日常生活訓練

職業訓練

教師.PT/OT・医師/看護師・その他

教師・ PT/OT・医師/看護師・その他

歩行訓練

教師.PT/OT・企業の担当者・役人・その他

教師.PT/OT・医師/看護師・その他

1) I、ビリ
手指操作 教師.PT /OT .医師/看護師・その他

コミュニケーション

日常生活訓練

教師・ PT/OT・医師/看護師・その他

教師・ PT/OT・医師/看護師・その地

諾を得た。学部長の紹介により、特殊教育学部

が開設している l年生対象の講義 1科目と、 2

年生対象の講義 1科目において調査を実施し

た。

3.調査内容

(1 )フェイスシート:性別、年齢、学年、肢

体不自1:1:1児との接触経験、教職希望の 5項目。

(2)技体不自由児の生活能力に関するイメー

ジ:①日常生活の実態、②教育・ ~Hぱ:束の実態と

いう 2つの観点から検討-した。①日常生活の実

態については、黒羽ら (2015)を参考に、パー

セル・インデックス (Mahoneyand Barthel， 1965) 

のADL(Activities of Daily Living)に関する項目

から 6項目(食事、整容、着替え、トイレ、シャ

ワ一、移動)を選定し、これにコミュニケーショ

ン、書字、学力の 3項目を加えた言十 9項目から

構成した。 9項目のうち、食事、整容、着替え、

トイレ、シャワーの 5項目については、「完全

自立」、「一部介助」、「ほほ介助ム「全介助jの

4件で回答を求めた。移動、書字、コミュニケー

ションの 3項目については、 i可じ選択肢イメー

ジを持ちにくいとの判断から、移動については

「普通に歩けるJ、f杖等を使用j、「四つ這いJ、
ほ功けない」の 4件で開いた。 I可様に書字は「普

通に書けるJ、「補助があれば書けるよ「補助具

を使用すれば書けるム「書けないj、コミュニ

ケーションは「普通に話せる」、「簡単な会話程

度ム「単語程度j、「話せない」から回答しても

らった。学力の項については、肢体不自由児の

学力がどの程度向上すると思うか f健常見と何

程度j、「中学校卒業程度J、川、学校卒業程度j、

「読み書きができる程度J、f物の名前がわかる

程度ム「ほとんどできないjから自答を求めた。

②教育・訓練については、肢体不自由児が

教育・訓練を現状どこで受けているか、教育・

訓練に関連する内容について誰が担当すること

が望ましいと考えるかについて開いた。教育・

訓練を受けている場所については、教育が

linclusive schooU、「特殊学校」、「障害児セン

ターム「在宅J、「勉強していないJの5つ、 1)

ハピリ訓練が「特殊学校j、「病院j、「障害児セ

ンター」、 fリハビリ施設J、「受けていないJの

5つから回答を求めた。内容および望ましい担

当者については、教師やPT(Physical Therapist)、

OT (Occupational Therapist)を中心に各内容に

ついて該当しそうな職種をあげた (Table1)。

(3) ベトナム人大学生の肢体不自由教膏観:

「肢体不自由教育観jを明らかにするため、「肢

体不自由児を指導するにあたり、どのような知

識・技能が必要だと思うか」という質問に、自

由記述形式で回答してもらった。また、肢体不

自由教育に限定せず、特殊学校の教師として一

番大事なこと (1特殊教育観J)についても自由

記述形式で自答を求めた。

4. 分析

フェイスシートおよび生活能力に関するイ

メージについては記述統計を求めた。 1特殊教

育観」ならびに「肢体不自由教育~JU について
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Table 2 回答学生のプロフィール

人数

男性 17 

1年 女性 19 

合計 36 

男性 18 

2年 女性 20 

合計 38 

男性 35 

総計 女性 39 

合計 74 

は、以下の手続きにより分析した。

①自由記述部分について、ベトナム諾を母語

とする研究者 1名が翻訳を行った。

②訳された日本語について、日本人研究者ら

3名で訳文の意味検討を行った。意味が通じな

い、あるいは日本語に該当する言葉がない専門

用語については、翻訳者を通じてホーチミン市

インクルーシブサポート開発センターの職員に

内容を確認の上、訳文を決定したD

③訳出されたデータについて、②と同じ 3名

で分類カテゴリーを作成した。作成されたカテ

ゴリーは、「特殊教育観jが「精神的JJ専門性」、
[子ども理解」、「訓練技術J、「その他Jの5つ、

「肢体不自由教育観Jは「知識J(教育，日常生活，

リハビリ訓練，臨害全般)、「技能J(教育ラ日常

生活，リハビリ訓練)、「その他jの計8つのカ

テゴリーであった。各記述の分類に当たっては、

3名に加えて日本の特別支援学校教員 2名を加

えて記述内容を分類した。分類が一致しない項

目については、協議の上分類を決定した。

5.調査実施時期

2015年3月7)

6.倫理的配慮

質問紙の実施に先立ち、ベトナム語を母語と

する研究者 1名が、調査対象となった授業の担

当教員立ち会いのもと、ベトナム語で質問紙の

趣旨および回答方法、データの取り扱い等にお

いて説明を行った。回答した質問紙については、

接触経験有 教員志望有

12 (70.6覧) 17 (100弘)

13 (68.4拡) 19 (100弘)

25 (69.4覧) 36 (100%) 

16 (88. 9時) 16 (88.9拡)

20 (100明) 18 (90.0時)

36 (94. 7目) 34 (89. 5首)

28 (80. 0%) 33 (94. 3唱)

33 (84. 6%) 37 (94. 9覧)

61 (82. 4出) 70 (94. 6拡)

その場で由収した。

E 結果および考察

83名の学生から囲答が得られた。このうち、

回答に不備のなかった74名(有効回答率89.2%)

について分析を行った。

1.フェイスシート

Table 2に74名の内訳を示した。学年別、男

女別人数ともにほぼ同数であった。肢体不自由

児との接触経験および教職志望については、接

触経験ありが61名 (82.4%)、教職志望ありが

70名 (94.6%) と大半を占めた。議触経験につ

いては 2年生が、教職志望については l年生が、

多くありと回答していたが、統計的に有意な差

はなかった。また、男女差についても統計的に

有意な差は見られなかった。

接触経験ありと回答した学生に対して、接触

場所について自由記述で回答してもらったとこ

ろ、 f特殊学校Jが最も多く 25名、以下「家族・

友人・地域にいるJ10名、「障害児センターJ

9名、「病院J8名、「施設J6名、「普通学校j

3名であり、それ以外の回答をした学生は 11名

であった。

接触経験について、富永・金森・井坂・西LlJ・

平賀 (2011) が日本の教員養成系大学の学生に

対して行った調査では、肢体不自由児との接触

経験がある学生が27.0%にとどま.っていたこと

と比較するとかなり高く、予想通りの結果と
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なった。接触場所を見ると「特殊学校」が最も

多かった。「特殊学校Jでの接触経験が多いこ

とについては、 A大学特殊教育学部では、 l年

生の必修科目として盲学校(聾学校)と知的障

害児学校に 1週間実習に行くことになってい

る。「特殊学校Jでの接触経験が全て実習時の

ものかについては不明であるが、接触経験の

きっかけとしては大きいと考えられた。また、

安藤ら (2015b)が調査した盲学校以外でも、

特殊学校に肢体不自由児が在籍していること

を確認できる回答結果となった。一方で、 f家

族・友人・地域にいるjと匝答した学生は 10

名 (13.5%) にとどまっており、都築 (2004)

が推察したような、ベトナムでは肢体不自由児

者と日常に接することが多いとはいえない結果

となった。

教職志望の高さについては、日本との教員養

成制度の違いが大きな要因である。ベトナムで

は、師範大学等を卒業することにより教員資格

を得るため(関口， 2012)、孝文員になるために

は師範大学に進学する必要がある。そのため、

特殊教育学部の学生は教職志望者が多かったと

推察できる。

2.生活能力に隠するイメージ

(1 )生活実態:ADLに関するイメージにつ

いて、食事・整容・着替え・トイレ・シャワー

(人)

36 

.32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

。
食事 整容

の結果をFig.lに示した。いずれの項自につい

ても、「完全自立」、「全介助j と匝答した学生

は少なく、「一部介助jあるいは「ほほ介助J
とイメージしている学生が多かった。次に、移

動・書字・コミュニケーションの結果を Fig.2

に示した。移動と書字については食事等と同様

に、介助があればできるとイメージする学生が

多かったが、コミュニケーションについてはあ

まりできないというイメージを持っている学生

が多い結果となった。また、肢体不自由児に教

育を行えばどの程度まで学力が伸びるのか開い

たところ、「健常児と同じくらいJが最も多く

24名 (32.4%)、「読み書きができる程度J14名

(18.9%)、「中学校卒業程度」、「物の名前がわ

かる程度jがいずれも 13名 (17.6%)、「小学校

卒業程度J8名(10.8%)、「ほとんどできない」

が2名 (2.7%)であり、半数以上が中学校卒

業程度まではできると回答していた。一方で、

コミュニケーションについては、 f話せる」が

16名 (2l.6%) に対して「単語程度Jが33名

(44.6%) と約半数であり、対照的な結果であっ

た。

A大学のカリキュラムを参照したところ、肢

体不自由に関する講義の受講は 3年次で、あるこ

とから、授業による影響は少ないと思われる。

理学療法養成校の学生に対して、脳血管障害者

三è~');}，ミ
弓"11斗 トイレ シャワー

-完全自立図ーtfH介助ロ一部[3立図全介助

Fig.1 ADLに対するイメージ(食事・整容・着替え・トイレ・シャワー)
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(佐藤， 20l3)および対麻棒者(佐藤・高橋・加

藤， 2001)のイメージ調査を行った研究では、

学生は既存の知識や障害名からある程度、機能

のイメージを先行学習していた。本研究の対象

となった学生の場合、接触経験がある学生が多

いため、彼らのイメージ形成には接触経!換が影

響したと考えられる。すなわち、彼らが接触場

所として多くあげていた「特殊学校jにFig.1

やFig.2に示したような実態の肢体不自由児が

在籍している可能性が示唆された。また、コミュ

ニケーションに対するイメージとどこまで学力

が伸びると思うかの結果が対照的であった背景

としては、知識の不足と接触経験が考えられる。

肢体不自由児に関する授業を受けていないた

め、肢体不自由という障害名からは、ある程度

学力が期待できると判断した一方、特殊学校等

で接した際にコミュニケーションがうまくとれ

ていない実態があったと感じたことが、コミュ

ニケーション能力の低さにつながったと考えら

れる。

(2)学習およびリハビリ訓練:肢体不自由児

が教育をどこで受けていると思うか複数回答で

聞いたところ、「障害児センターJが最も多く

63名、以下 iinclusiveschooIJ 11名、「在宅J5 

名、「勉強していないJ2名であった。接触場

(人)

45 

所として最も多くあげられていた「特殊学校」

を、教育を受けている場所として回答した学生

はいなかった。また、今後肢体不自由児のため

の学校が設立されるとして、 Table1にあげた 4

つの内容について必要かどうか尋ねたところ、

必要と関答した学生は「勉強J71名 (96.0%)、

「リハビリ訓練J73名 (98.7%)、「日常生活訓

練J73名 (98.7%)、「職業訓練J68名 (9l.9%)

であった。望ましい担当者については、 Fig.3

に示すように、「日常生活訓練」、行職業訓練」

については教師が半分程度、 i1)ハピリ訓練J

はPT/OTを望ましい担当者とする回答が多かっ

た。

学習同様にリハビリ訓練についても、どこで

訓練を受けていると思うか開いた。 リハビリ訓

練を受けている場所については、回答の多い)1援

に f障害児センタ-J 28名、ドjハピリ施設j

27名、「病院J12名、「特殊学校J7名、「訓練

を受けていないJ5名であったD また、肢体不

自由児に必要なリハピリ訓練の内容およびその

担当者についても開いたところ、いずれも 90%

以上の学生が必要であると回答していた。担当

者について、 fコミュニケーション訓練」ゃ f日

常生活訓練jに関しては、教師が担当すべきと

問答する学生が多かった。

n

U

E

J

n

U

F

、J
n

U

F

K

J

n

U

F

b

n

U

4

3

3

2

2

1

1

 

移動

a独歩 ぉ杖等

口四つ遣い包歩けない

書字 コミュニケーション

医話せる

口単語程度

密簡単な会話

回話せない

a自著可 堅人の補助

ロ械助呉の使用 OI書けない

Fig.2 ADLに対するイメージ(移動・書字・コミュニケーション)
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接触経験の場として「特殊学校Jをあげる学

生が多かったにもかかわらず、「特殊学校jで

教育を受けていると回答した学生はいないとい

うある意味矛盾した結果となった。この点につ

いて、学生の考える「障害児センタ-Jの役割

と特殊学校で、接触した際に行っていた内容が影

響しているのではないかと考えられた。まず第

1に、 11箪害児センタ -Jの役割である口学習

および訓練ともに「障害児センター」が最も多

くあげられており、「障害児センターJが包括

的な指導・訓練を行う場として考えていること

がうかがえた。第 2に、接触した際に行ってい

た内容である。学習の場として「特殊学校Jを

あげた学生がいない一方で、、リハビリ訓練の場

として「特殊学校jをあげた学生はいた。すな

わち、彼らが「特殊学校Jで肢体不自由児と接

触した際に肢体不自由児が行っていた内容は、

学習ではなくリハビ 1)訓練と認識されていた可

能性がある。

望ましい担当者に隠してはFig.3から明らか

なように、各内容について、より専F'1'性が高い

と考える職業の人間が担当すべきという傾向が

はっきりと看収できたo 1コミュニケーションj

と11ヨ常生活Jについて、「コミュニケーション」

はベトナムでST(Speech Therapist) という職

種が確立されていない、あるいは学生にとって

なじみが薄く、教師以上に的硲な職種を思いつ

かなかったのではないかと推察される。自常生

活訓練についても同じく教師以外の適職がイ

メージできなかったのではないかと考えられ

る。

3.肢体不自由教育観

(1 )特殊教育観:Table 3に「特殊教育観」の

分類結果を示した。「特殊教育観」については、

「精神的なものjに分類された回答が最も多く、

回答の内訳としては I(子どもへの)愛情J、「忍
耐J、「仕事がすきJといった内容が多くあげら

れていた。 2番目にIfi]答が多かった分類項目は

f子ども理解Jであり、内訳としては「障害児

の心理を理解するふ「子どもが好きなことを理

解する」、「子どものニーズを把握するJといっ

た回答があげられていた。

ベトナムでは伝統的に実月3的な教育観が強い

と指摘されており(江田らう 2004;田中， 2008)、

教師も子どもが授業においてどのような学びを

したかより、課題を達成したか否かあるいは授

B教n~î ロ PT/OT 圏医師包企業ロ役ノ\包その他

教育 勉強

リハビリ

iヨ常生Tifr訓練

職業訓練

リハどり 歩行訓練

手J旨操作

コミュニケーション

日常生活訓練

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ('%) 

Fig.3 望ましい担当者

(数字は人数， n=74 (複数回答)) 
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Table 3 r特殊教育観」分類結果

分類 その他

記述数

11=74 (複数回答)

Table 4 i肢体不自 EI:I教育観j分類結果

教育 | 日常生活 | りハピり訓練
その他

知識 : 技能 | 知識 J 技能 | 知識 : 技能

記述数 14 33 5 40 

業に集中していたか否かを重視する傾向が指摘

されている (Saito，Tsukui， & Tanaka， 2008)。そ

のような通常学校の傾向と比較すると、本調査

から明らかになった学生の「特殊教育観jはか

なり違ったものであったといえる口

(2)肢体不自由教膏観:r肢体不信!主教育観」

の分類結果を Table4に示した。 Table4より、

学生は知識よりも技能を重視する[Ei]答傾向に

あった。最も多かったのは「沼常生活に関わる

技能」であり、具体的には IADLの指導」が

多くあげられた。それ以外の回答については、

「教育に関する技能」では「コミュニケーショ

ンの指導jが、「リハビリ訓練に関する技能j

としては「歩行訓練jが多くあげられていた。

一方で、「教育に関する知識・技能Jについて、

読み書きや教科に関する知識や技能はほとんど

なく、「健常児と!司じように指導するjといっ

た回答も見られた。

f肢体不自由教育観jとしてあげられた回答

の特徴を 3点指摘できたo 1点目は、「特殊教

育観Jでは精神的な内容が多かったのに対し、

f肢体不自由教育観」は具体的な内容が自に付

いた。これは、対象が明確化したのに伴い、具

体的な指導内容が想起しやすくなったからだと

忠われる。

特徴の 2点Eは、知識よりも技術が目立った

ことである。この点についても、ベトナムの教

育観との関連を指摘できる。田中 (2008) は小

11 24 

11=74 (複数回答)

学校教師との交流の中で、ベトナムの教師は、

よりよいと思われる指導法などは積極的に採り

入れようという姿勢がある一方で、指導方法に

のみ着目し、その背景知識にはあまり関心を払

わなし叶頃向があることを指摘している。 Saitoet 

al. (2008) やLyand Christine (2008) も、ベト

ナム人教師の諜題として全般的な知識の不足を

指摘している。技能偏重はベトナムの教育観の

反映ともいえるかもしれない。

特徴の 3，点自は、必要と思われる技能につい

て身体面やコミュニケーションに対する指導に

ついての言及が多く、読み書きを含めた教科指

導的な内容がほとんどなかったことである o

Fig.5の結果と併せて考えると、学生は「日常

生活訓練」や「コミュニケーションjを、肢体

不自由教育を担当する教師の専門性として位霞

づけている傾向にあることが推察された。すな

わち、コミュニケーションや手の動きへの指導

が行われれば、読み書きについては特別な知識

技能は必要ないと判断した可能性がある。

E人終わりに

本調査はイメージ調査であり、この結果を以

てベトナムの肢体不自由児の実態を語ることは

できない。その中で、本研究の意義について、

次の 3点をあげる。 1点目は、特殊学校(盲学校・

聾学校・知的障害児学校)に在籍する肢体不自

由児の存在を確認したことである D 安藤ら
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(20l5b) やVu (2004) の調査でも特殊学校に

肢体不自由児が在籍していることが鳴らかと

なっていたが、本研究の結果からも i可様の結果

が得られた。また、対象となる学生がイメージ

した肢体不自由児のADLは、特殊学校に在籍ー

する肢体不自由児の実態をある程度反映した結

果だと考えられる。

2点自は、肢体不自由児との接触の場として

特殊学校があげられながら、特殊学校が肢体不

自由児に対する教育の場としてもリハビリ司11練

の場としてもほとんどあがらなかったというこ

とである。安藤ら (20l5b) は、ベトナムホー

チミン甫の盲学校において、肢体不自由児に対

するプログラムが提供できていないことを明ら

かにしたが、本調査の結果から、学生も同様の

認識であることが明らかとなった。安藤ら

(20l5b)が調査した盲学校以外の特殊学校でも、

肢体不自由児が在籍あるいは何らかの71~で登校

していること、必ずしも適切な教育やリハビリ

訓練を受けていない実態があることが誰察され

?こG

3点巨は、 i喧害児センターの重要性であるむ

特殊学校がない中で、教育の場としても、リハ

ピリ訓練の場として時害児センターが多くあげ

られていた。また、障害児センターを肢体不自

由児との接触場所にあげる学生もいた。すなわ

ち、障害児センターには肢体不自由児がいるこ

とも確認できた。ベトナムの教員養成制度では、

今回対象とした特殊教育学部の学生が、特殊教

育の今後を担っていくことになる。彼らが教育

およびリハビリ訓練の場としてあげた障害児セ

ンターは、肢体不自由教育に対する支援を行う

上で、非常に重要な施設としてあげることがで

きるであろう。今後は、障害児センターがどの

ような機能を持ち、どのような障害の児童生徒

が対象となっているのか、どのような教育プロ

グラムが提供されているのか、肢体不自由児に

対してはどうなのか、どのような課題がありど

のような支援を行えるのかを明らかにしていく

ことが重要であると思われる。

註

1 )日本は2007年度より特別支援教育と呼称して

いるが、ベトナムでは 1Giao d¥IC d~c bictJで
あり、英語は SpecialEducationを使用している。

そのため、本研究では英語表記に合わせて、

「特殊教育」を用いた。併せて、学校について

も「盲学校ム「特殊学校」という表記を使用

した。

2 )ベトナムの仁1:1央教育行政機関は教育訓練省

(Ministry of Education and Training) であり、特

殊学校も教育訓練省の管轄であるが、ベトナ

ムでは労働疾病兵社会省や保健省の施設も一

部教育機能を担っていて学校と表記すること

もあること、私立については認可制でないこ

とから、具体的な実数については把握されて

いない(黒田， 2013)。そのため、私立の肢体

不自由児学校が存在する可能性はある。

3 )本研究では、安藤・丹野・黒羽・尾坐原.1壬・

Nga (2015a) と、安藤・尾坐原・黒羽・丹野-

f壬 (2015b) をiJlmしている。 111告表記の都合上、

このような表記を用いた。

4)ベトナムは、国連による 2015年までに初等教

育の完全普及を iヨ指す fミレニアム開発目標

(MiIlennium Development Goals; MDGs) J達成

のため、世界銀行が設立した IEducationFor 

AII-Fast Track Initiative (EFA-FTI) Jの支援対象

国である。支援を受けるためには、行動計画

を策定することになっているが、特殊教育に

ついてはインクルーシブ教育が原則である。

そのため、 2003年にベトナム政府が発表した

INATIONAL EDUCATION FOR ALL (EFA) 

ACTlON PLAN 2003-2015 (872/CP-KG date 

02/07/2003) Jおよび 11喧害者のための国家支

援計画 (2006-2010)Jにおいてもインクルーシ

ブ教育の提供をめざしている O 実際、ベトナ

ム南部最大の都市ホーチミン市では、特殊学

校が25校 (Le，2013) であるのに対・し、インク

ルーシブ教育を行っている通常学校は341校

(小学校245校，仁1:1学校96校)に上っている

(Nguyen， 2009)。

5) 障害者法第28条第1項では、特殊教育の形態

としてインクルーシブ教育のほかに、セミ・

インクルーシブ教育と特殊学校を規定してお

り、特殊学校をなくすという動きにはなって

いない。
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6 )平成 18年度に行われた「身体障害見・者実態 Minh，65-67. 

調査結果jによると、日本の 18歳以下の身体 Ly， B. H. & Chr・istine，B. (2010) Philosophical and 

障害児のうち肢体不自由児は 53.8%、重複障害 Pedagogical Patterns of Beliefs among Vietnamese 

児は 16.3%と推察されている(厚生労働省社 and Australian Mathematics Preservice Teachers: A 

会・援護局障害保鰭福祉部企画課， 2008)。障 Compa1'ative Study. Aust1'alian Journal of Teacher 

害の判定方法等が同じではないと予想される Education， 35 (2) ， 67-86. 

ため、厳密な比較はできないが、自本と比べ MahoneyヲF.1. & Barthel， D. W. (1965) Functional 

るとベトナムの肢体不自由児の割合は少なく、 evalation:The Barthel lndex. Maryland State Medical 

重複障害児の割合はほぼ同じである。ベトナ Joumal， 14，56-61. 

ムで重複障害児が多い理由としては、ベトナ Mitchell， R. D. (1995) Special Education Policies And 

ム戦争i侍の枯葉剤散布が指摘されている(寺 Practicesln The Pacific Rim Region. A:nnuallntemationa! 

本， 2012) 0 Convention of the Council fo1' Exceptional Childrenラ 73

7 )ベトナムの学年歴は 9月開始である。 (Indianapolis)
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Image and Educational View for the PhysicaIly Disabled among Vietnamese University 

Students of Department of Special Education 
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The purpose of this study was to investigate students' il11age and educational view on the physical 

disabled in Vietnal11. Results were as foIlows: 1 ) 82.4% students had some contacts with the physical 

disabled. And most of them had contacts in special schools ( schools for the blind， schools fOI・thedeaf， 

or schools for the children with intellectual disabilities ) .2 ) students' image of activities of daily living 

( ADL ) ， writing， communication with the physical disabled was that they couldn't do independently 

but could do with help. Their image was supposed to ref1ect on their contacts. 3 ) "Center for the 

childlモnwith disabilities" were considered as the 1110St common places where children were educated 

or trained. Even if many students met the physicaI disabled in speciaI schools， special schooIs were not 

choosed as the place of education. 4 ) The results of this survey indicated students considered 

"mentality"， such as affection or patience as 1110st il11portant caliber for speciaI education teacher. 

Otherwise， "skills"， such as training skill of ADL or cOl11munication， were regarded as more important 

for educational view for the physical disabled. 

Key words: University Students in Vietnam， Image for the Physically Disabled， Educational View for 

the Physically Disabled 
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